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国民健康保険税の支払いでお困りの方へ 国民健康保険税の支払いでお困りの方へ 国民健康保険税の支払いでお困りの方へ 
無料法律相談を開催 

サラ金・クレジット会社からの借入が原因ではありませんか？ 

弁護士が無料で相談にのります。借金の問題は解決できます。ひとりで抱え込まないでください。 

※　相談は無料です。 
※　愛知県弁護士会のサラ金・クレジット相談 
　担当の弁護士が応じます。 
※　借金について弁護士に相談して解決して 
　いる人はたくさんいます。 
※　阿久比町でもこの相談会で、過払金が返っ 
　てきた方がいます。 

問い合わせ先　保険課国保係 
　　　　　　　fl（４８）１１１１（内２１４・２１６） 
相談日　２月２２日（月）～２６日（金） 
相談時間　午後１時～午後５時（受け付け 
　　　　　は午後４時３０分まで） 
当日は、保険課窓口で受け付けをしてください。 
相談会場へ案内します。 
※　電話相談を希望の方は上記の相談日時 
　に、問い合わせ先へ電話をしてください。 
　担当弁護士に電話をつなぎます。 
（弁護士との相談は予約優先です。） 

借金が多くて国民健康 
保険税が支払え 
ない… 

①借金で大 
変なんだ。 

③ほんと？でもこの借金、 
友達にもナイショなんだ。 
バレたら困るよ。 

④だいじょうぶ！弁護士 
はひみつを守る義務が 
あるからね。 

⑤ブラックリストに 
のるってミー子が 
いってたよ。 

⑦そっ 
かア。 

⑥借金ができなくなるだ 
けだよ。これからは借金 
とは手を切るんだから、 
全然問題ないよ！ 

②弁護士に相談してみた 
ら？ミケオなんてお金が返っ 
てきたんだよ！ 

⑧サラ金からいやがら 
せを受けないかな。 
もうコワイ電話はうん 
ざりなんだ…。 

⑩でも相談料って 
高くないの？ 

⑫そうなんだ。 
とりあえず相談 
しに行ってみ 
ようかな。 

⑬ボクも早く相 
談した方がいい 
んだろうけど、 
今日はむりだ…。 

漫画は愛知県弁護士会　多重債務対策本部　監修 

⑭無料の電話相談もやってるよ。 
とにかく右に書いてある連絡先に 
連絡してみて。 

⑪相談料はタダなん 
だよ！気軽に行ってみ 
たら。 

⑨だいじょうぶ！弁護士 
に頼むとサラ金からのれ 
んらくはとまるんだよ！ 

病気になったら 
どうしよう… 

愛知県弁護士会新キャラクター 
聞之助（きくのすけ） 
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介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場

合
の
、
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は

次
の
と
お
り
で
す
。

◇
施
設
サ
ー
ビ
ス

・　

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
）
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
お

よ
び
食
費
と
居
住
費
の
自
己
負
担
額
の

二
分
の
一

・　

介
護
老
人
保
健
施
設
・
介
護
療
養
型

医
療
施
設
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
お
よ

び
食
費
と
居
住
費
の
自
己
負
担
額

※　

日
常
生
活
費
や
特
別
な
食
費
・
特
別

な
居
住
費
に
つ
い
て
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

◇
居
宅
サ
ー
ビ
ス

　

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）

に
基
づ
き
、
次
の
①
〜
⑤
の
サ
ー
ビ
ス

の
い
ず
れ
か
を
利
用
し
た
場
合
、
自
己

負
担
額
が
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
り

ま
す
。（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
も
同
様
な

扱
い
で
す
。）

　

①
訪
問
看
護
②
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
③
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
④
居

宅
療
養
管
理
指
導
⑤
短
期
入
所
療
養
介
護

　

さ
ら
に
①
〜
⑤
の
い
ず
れ
か
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
る
方
が
、
次
の
⑥
〜
⑩

の
サ
ー
ビ
ス
の
い
ず
れ
か
を
利
用
し
て
い

る
場
合
、
そ
の
自
己
負
担
額
も
医
療
費
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

⑥
訪
問
介
護
（
生
活
援
助
中
心
型
は
除

く
）
⑦
訪
問
入
浴
介
護
⑧
通
所
介
護
（
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
）
⑨
短
期
入
所
生
活
介
護

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
⑩
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護

◎　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
と
き
に
は
、

平
成
二
十
一
年
中
に
支
払
っ
た
金
額
の

確
認
の
で
き
る
領
収
書
な
ど
が
必
要
で

す
。

◎　

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
と
し
て

払
い
戻
し
を
受
け
た
金
額
な
ど
は
、
医

療
費
の
合
計
額
か
ら
差
し
引
い
て
申
告

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　

お
お
む
ね
六
カ
月
以
上
寝
た
き
り
状
態

で
、
医
師
に
よ
り
お
む
つ
の
使
用
が
必
要

と
認
め
ら
れ
た
方
の
お
む
つ
の
購
入
費
は

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
確
定

申
告
に
は
医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」
と
領
収
書
が
必
要
で
す
。

　

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
、
次

の
条
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
は
、

医
師
が
発
行
す
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

に
代
わ
る
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
の
で
、

保
険
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
条
件

　

①
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る

の
が
二
年
目
以
降
で
あ
る
方
②
要
介
護
認

定
の
た
め
に
提
出
さ
れ
た
主
治
医
意
見
書

の「
障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度（
寝

た
き
り
度
）」
が
Ｂ
１
、
Ｂ
２
、
Ｃ
１
、
Ｃ

２
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、「
尿
失
禁
の
発
生

可
能
性
」
の
記
載
が
「
あ
り
」
の
方

□
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
課
介
護
保
険
係
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療
費
控
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